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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】空間光位相変調を行うことで、ホログラム記録
媒体に対し位相の情報によりデータ記録を行う記録手法
と、記録したデータを再生する再生手法を提案する。
【解決手段】記録データに応じた位相変調パターンを与
えた信号光と、所定の位相変調パターンを与えた参照光
とをホログラム記録媒体に対して照射する。これにより
、記録データを位相の情報によって上記ホログラム記録
媒体に対して記録することができる。また、再生時には
、参照光と、この参照光内の基準位相との位相差がπ／
２となる全体位相を有するＤＣ光とをホログラム記録媒
体に対して照射する。このようにπ／２による位相差を
与えることで、上記参照光の照射に応じてホログラム記
録媒体から得られる再生光と上記ＤＣ光の位相を揃える
ことができ、上記再生光に対し、上記ＤＣ光が振幅「１
」の成分として加算されるようにすることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体に対する記
録再生を行う記録再生装置であって、
　入射光に対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に、上記信号光を生成するための領
域としての信号光エリアと上記参照光を生成するための領域としての参照光エリアとが設
定された位相変調器を少なくとも有し、上記参照光エリアを介した光と上記信号光エリア
を介した光に位相差を与えることが可能となるように構成された位相変調手段と、
　光源から発せられ上記位相変調手段を介して得られる光を上記ホログラム記録媒体に対
して導く光学系と、
　上記位相変調器に対する制御を行う位相制御手段として、記録時には、上記信号光エリ
ア内の位相変調パターンが記録データに応じたパターンとなり且つ上記参照光エリア内の
位相変調パターンが所定パターンとなるようにして上記位相変調器の各画素を駆動制御し
、再生時には、上記信号光エリアを介して上記位相変調手段から出射されるＤＣ光の全体
位相と、上記参照光エリアを介して上記位相変調手段から出射される参照光内の基準位相
との位相差としてπ／２の位相差が与えられるように上記各画素を駆動制御する位相制御
手段と、
　を備えることを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
　上記位相変調手段は、
　上記位相変調器として、π／２単位による位相変調が可能な位相変調器を備え、
　上記位相制御手段は、再生時の制御として、
　上記信号光エリア内の全画素の位相と上記参照光エリア内の基準画素の位相との位相差
がπ／２となるように上記位相変調器の各画素を駆動制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項３】
　上記位相変調手段は、
　π単位による位相変調が可能な位相変調器と、
　第１の領域と第２の領域とを有し、上記第１の領域の透過光と上記第２の領域の透過光
にπ／２以下の単位による位相差を与えることができるように構成された位相素子との組
み合わせで成り、
　上記位相素子を動かす駆動手段と、
　上記駆動手段を制御する駆動制御手段とをさらに備えると共に、
　上記位相制御手段は、再生時の制御として、
　上記信号光エリア内の全体画素の位相と上記参照光エリア内の基準画素の位相との位相
差が０またはπとなるように上記位相変調器の各画素を駆動制御し、
　上記駆動制御手段は、
　記録時または再生時の何れか一方で上記第１の領域の透過光と上記第２の領域の透過光
に位相差が与えられるように上記位相素子が動かされるようにして上記駆動手段を制御す
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項４】
　上記位相制御手段は、再生時の制御として、
　上記ホログラム記録媒体に記録される１ホログラムページの読み出しごとに、上記ＤＣ
光の全体位相と上記参照光内の基準位相との位相差として、上記π／２の位相差と３π／
２の位相差が順次与えられるように上記各画素を駆動制御すると共に、
　上記位相制御手段の再生時の制御に伴い２種得られる上記ＤＣ光と、上記参照光の照射
に応じてホログラム記録媒体から得られる再生光とを受光することで、１ホログラムペー
ジの読み出しごとに、上記２種のＤＣ光と上記再生光とが加算された２種の画像信号を得
る画像検出手段と、
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　上記画像検出手段により１ホログラムページの再生ごとに得られる上記２種の画像信号
の差分を計算する差分計算手段とを備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項５】
　上記位相変調手段は、
　上記位相変調器として、π／２単位による位相変調が可能な位相変調器を備え、
　上記位相制御手段は、再生時の制御として、
　１ホログラムページの読み出しごとに、上記信号光エリア内の全画素の位相と上記参照
光エリア内の基準画素の位相とにπ／２の位相差と３π／２の位相差が順次与えられるよ
うに上記位相変調器の各画素を駆動制御する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の記録再生装置。
【請求項６】
　上記位相変調手段は、
　π単位による位相変調が可能な位相変調器と、
　第１の領域と第２の領域とを有し、上記第１の領域の透過光と上記第２の領域の透過光
にπ／２以下の単位による位相差を与えることができるように構成された位相素子との組
み合わせで成り、
　上記位相素子を動かす駆動手段と、
　上記駆動手段を制御する駆動制御手段とをさらに備えると共に、
　上記位相制御手段は、再生時の制御として、
　１ホログラムページの読み出しごとに、上記信号光エリア内の全画素の位相と上記参照
光エリア内の基準画素の位相とに０の位相差とπの位相差が順次与えられるように上記位
相変調器の各画素を駆動制御し、
　上記駆動制御手段は、
　記録時または再生時の何れか一方で上記第１の領域の透過光と上記第２の領域の透過光
に位相差が与えられるように上記位相素子が動かされるようにして上記駆動手段を制御す
る、
　ことを特徴とする請求項４に記載の記録再生装置
【請求項７】
　上記光学系における所定位置に対して挿入され、少なくとも上記位相変調器における上
記信号光エリアと上記参照光エリアとの間のギャップエリアを介した光を遮光するように
構成された遮光手段をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　上記位相制御手段は、記録時において、
　上記記録データを、位相０とπの数が同数となる組み合わせで成る符号列に変換し、当
該符号列に基づき上記信号光エリア内の各画素を駆動制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項９】
　参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体に対する記
録再生を行う記録再生装置として、入射光に対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に
、上記信号光を生成するための領域としての信号光エリアと上記参照光を生成するための
領域としての参照光エリアとが設定された位相変調器を少なくとも有し、上記参照光エリ
アを介した光と上記信号光エリアを介した光に位相差を与えることが可能となるように構
成された位相変調手段と、光源から発せられ上記位相変調手段を介して得られる光を上記
ホログラム記録媒体に対して導く光学系とを備えた記録再生装置における記録再生方法で
あって、
　記録時において、上記信号光エリア内の位相変調パターンが記録データに応じたパター
ンとなり且つ上記参照光エリア内の位相変調パターンが所定パターンとなるようにして上
記位相変調器の各画素を駆動制御する記録時位相制御手順と、
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　再生時において、上記信号光エリアを介して上記位相変調手段から出射されるＤＣ光の
全体位相と、上記参照光エリアを介して上記位相変調手段から出射される参照光内の基準
位相との位相差としてπ／２の位相差が与えられるように上記各画素を駆動制御する再生
時位相制御手順と、
　を備えることを特徴とする記録再生方法。
【請求項１０】
　参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体に対する記
録を行う記録装置であって、
　入射光に対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に、上記信号光を生成するための領
域としての信号光エリアと上記参照光を生成するための領域としての参照光エリアとが設
定された位相変調器と、
　光源から発せられ上記位相変調器を介して得られる光を上記ホログラム記録媒体に対し
て導く光学系と、
　上記信号光エリア内の位相変調パターンが記録データに応じたパターンとなり且つ上記
参照光エリア内の位相変調パターンが所定パターンとなるようにして上記位相変調器の各
画素を駆動制御する位相制御手段と、
　を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項１１】
　参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体に対する記
録を行う記録装置として、入射光に対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に、上記信
号光を生成するための領域としての信号光エリアと上記参照光を生成するための領域とし
ての参照光エリアとが設定された位相変調器と、光源から発せられ上記位相変調器を介し
て得られる光を上記ホログラム記録媒体に対して導く光学系とを備えた記録装置における
記録方法であって、
　上記信号光エリア内の位相変調パターンが記録データに応じたパターンとなり且つ上記
参照光エリア内の位相変調パターンが所定パターンとなるようにして上記位相変調器の各
画素を駆動制御する、
　ことを特徴とする記録方法。
【請求項１２】
　参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体に対する再
生を行う再生装置であって、
　入射光に対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に、上記信号光を生成するための領
域としての信号光エリアと上記参照光を生成するための領域としての参照光エリアとが設
定された位相変調器を少なくとも有し、上記参照光エリアを介した光と上記信号光エリア
を介した光に位相差を与えることが可能となるように構成された位相変調手段と、
　光源から発せられ上記位相変調手段を介して得られる光を上記ホログラム記録媒体に対
して導く光学系と、
　上記信号光エリアを介して上記位相変調手段から出射されるＤＣ光の全体位相と、上記
参照光エリアを介して上記位相変調手段から出射される参照光内の基準位相との位相差と
してπ／２の位相差が与えられるように上記各画素を駆動制御する位相制御手段と、
　を備えることを特徴とする再生装置。
【請求項１３】
　参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体に対する再
生を行う再生装置として、入射光に対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に、上記信
号光を生成するための領域としての信号光エリアと上記参照光を生成するための領域とし
ての参照光エリアとが設定された位相変調器を少なくとも有し、上記参照光エリアを介し
た光と上記信号光エリアを介した光に位相差を与えることが可能となるように構成された
位相変調手段と、光源から発せられ上記位相変調手段を介して得られる光を上記ホログラ
ム記録媒体に対して導く光学系とを備える再生装置における再生方法であって、
　上記信号光エリアを介して上記位相変調手段から出射されるＤＣ光の全体位相と、上記
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参照光エリアを介して上記位相変調手段から出射される参照光内の基準位相との位相差と
してπ／２の位相差が与えられるように上記各画素を駆動制御する、
　ことを特徴とする再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録されるホログラム記録媒体
に対する記録再生を行う記録再生装置とその方法に関する。また、ホログラム記録媒体に
対して記録を行う記録装置とその方法、及び再生を行う再生装置とその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００７－７９４３８号公報
【０００３】
　ホログラム記録再生方式において、特に光ストレージ系の分野におけるホログラム記録
再生方式では、空間光変調器として例えば透過型液晶パネルやＤＭＤ（Digital Micromir
ror Device：登録商標）などの空間光強度変調器（単に強度変調器とも呼ぶ）が使用され
、信号光にbit１（例えば光強度＝強）、bit0（例えば光強度＝弱）のパターン配列が得
られるような強度変調をかけるようにされる。そして、このように強度変調をかけて生成
した光（信号光と呼ばれる）と、当該信号光とは別の参照光とをホログラム記録媒体に対
して照射し、これら信号光と参照光との干渉縞によりデータ記録を行うようにされている
。
【０００４】
　このようなホログラム記録再生方式としては、信号光と参照光とを同軸上に配置して媒
体に照射するコアキシャル方式が存在する。
　図１８は、従来のコアキシャル方式によるホログラム記録再生装置の構成例を示してい
る。なお、図１８では主に記録再生装置の光学系の構成のみを抽出して示し、他の部分に
ついては省略している。
【０００５】
　この図１８では、ホログラム記録媒体として、反射膜を備えた反射型のホログラム記録
媒体に対応する記録再生装置の構成を例示している。
　先ず、レーザダイオード（ＬＤ）１０１は、記録再生のためのレーザ光を得るための光
源として設けられる。このレーザダイオード１０１としては、例えば外部共振器付きレー
ザダイオードが採用され、レーザ光の波長は例えば４１０ｎｍとされる。
　レーザダイオード１０１からの出射光はコリメータレンズ１０２を介した後、ＳＬＭ強
度変調器１０３に対して入射する。
【０００６】
　強度変調器１０３は、例えば透過型液晶パネルなどにより構成され、図示されない駆動
回路からの駆動信号に応じて各画素が駆動制御されることで、入射光に対して記録データ
に応じた空間光強度変調（単に強度変調とも言う）を施すようにされる。具体的には、例
えば駆動信号によってONとされた画素は入射光を透過し、OFFとされた画素は入射光を透
過しないといったように、画素単位（ピクセル単位）で光のON/OFF制御を行うことが可能
とされる。このような強度変調器１０３のON/OFF制御により、「０」「１」のデータをピ
クセル（画素）単位で記録することが可能とされている。
【０００７】
　上記強度変調器１０３にて空間光変調が施された光は、偏光ビームスプリッタ１０４を
透過した後、リレーレンズ１０５→遮光マスク１０６→リレーレンズ１０７によるリレー
レンズ光学系を介し、さらに１／４波長板１０８を介した後に対物レンズ１０９で集光さ
れてホログラム記録媒体１１０上に照射される。
【０００８】
　ここで、記録時においては、後述するようにして強度変調器１０３において記録データ
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に応じた空間光強度変調を受けた信号光と、例えばこの信号光と同心円となる輪状の参照
光とが生成されることになる。すなわち、このようにして生成された信号光と参照光とが
、上記により説明した経路を経て上記ホログラム記録媒体１１０上に集光するようにされ
るものとなる。
【０００９】
　一方、再生時においては、レーザダイオード１０１からの光が、記録時と同様にコリメ
ータレンズ１０２を介して強度変調器１０３に入射される。再生時において強度変調器１
０３は、入射光に対し再生用の強度変調を施して参照光のみを生成するようにされる。す
なわち再生時においては信号光は生成せず、参照光のみをホログラム記録媒体１１０に対
し照射するようにされている。
　この参照光の照射に応じては、後述するようにしてホログラム記録媒体１１０上の記録
データに応じた回折光が得られ、この回折光は、ホログラム記録媒体１１０からの反射光
として、対物レンズ１０９を介した後、１／４波長板１０８→リレーレンズ１０７→遮光
マスク１０６→リレーレンズ１０５を介して偏光ビームスプリッタ１０４に導かれる。偏
光ビームスプリッタ１０４では、上記経路により導かれたホログラム記録媒体１１０から
の反射光が反射され、その反射光は図示するようにしてイメージセンサ１１１に導かれる
。
【００１０】
　イメージセンサ１１１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）センサやＣＭＯＳ
（Complementary Oxide Semiconductor）センサなどの撮像素子を備え、上記のようにし
て導かれたホログラム記録媒体１１０からの反射光（回折光）を受光し、これを電気信号
に変換する。
【００１１】
　次の図１９、図２０は、上記により説明した光学系の構成によって実現されるホログラ
ム記録再生の基本動作について説明するための図である。図１９は記録時、図２０は再生
時の動作についてそれぞれ示している。
　なお、図１９では、図１８に示す光学系のうち強度変調器１０３、対物レンズ１０９の
みを抽出して示している。また図２０において、図２０（ａ）は同様に強度変調器１０３
、対物レンズ１０９のみを示し、図２０（ｂ）では対物レンズ１０９とイメージセンサ１
１１のみを抽出して示している。
【００１２】
　先ず、図１９に示される記録時においては、強度変調器１０３が、入射光に対し、上述
した参照光と、記録データに基づき「０」「１」のデータパターンに基づく光強度パター
ンが与えられた光（信号光）とが同心円上に配置されるようにするための強度変調を行う
。
　この強度変調された光（つまり参照光と信号光）を、対物レンズ１０９によりホログラ
ム記録媒体１１０上に集光し、これにより形成される参照光と信号光の干渉縞をデータと
してホログラム記録媒体１１０上に記録する。
【００１３】
　また、再生時においては、先ず図２０（ａ）に示すようにして、強度変調器１０３が入
射光について強度変調を施すことで参照光のみを生成し、これをホログラム記録媒体１１
０上に集光するようにされる。その際、集光した光は、ホログラム記録媒体１１０に記録
されたデータパターンに応じた干渉縞により回折を受け、ホログラム記録媒体１１０から
の反射光として出力される。すなわち、この回折光は、図２０（ｂ）に示すようにして記
録データを反映した光強度パターンを有しており、この回折光の有する強度パターンをイ
メージセンサ１１１で検出した結果に基づき、データ再生を行うようにされる。
【００１４】
　ここで、上記のように強度変調器１０３においては、記録／再生時に対応して参照光、
信号光を生成するようにされる。このため、強度変調器１０３においては、次の図２１に
示すような参照光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、及びギャップエリアＡ３とが設定され
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ている。すなわち、この図２１に示されるように、強度変調器１０３の中心部分を含む所
定の円形のエリアが、信号光エリアＡ２として定められている。そして、その外周部分に
対しては、ギャップエリアＡ３を隔てて、信号光エリアＡ２と同じ中心を有する輪状の参
照光エリアＡ１が定められている。
　なお、上記ギャップエリアＡ３は、参照光が信号光エリアＡ２に漏れ込んでノイズにな
ることを避けるための領域として定められている。
【００１５】
　記録時においては、参照光エリアＡ１内の予め定められた画素を「１」（光強度＝強）
、それ以外の画素を「０」（光強度＝弱）とし、且つギャップエリアＡ３と上記参照光エ
リアＡ１より外周部分とを全て「０」とした上で、信号光エリアＡ２内の各画素を記録デ
ータに応じた「０」「１」のパターンとすることで、先の図１９に示したような参照光と
信号光とを生成・出力することができる。
　また、再生時には、参照光エリアＡ１を記録時と同じ「０」「１」のパターンとし、他
の領域はすべてビット「０」とすることで、図２０（ａ）に示したようにして参照光のみ
を生成・出力することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上記のようにして、従来のホログラム記録再生方式では、記録データに応じて光の強度
を制御して信号光を生成して、ホログラム記録媒体１１０に対してデータ記録を行ってい
る。
　しかしながら、参照光と信号光という２つの光を干渉させた干渉縞によりデータ記録が
行われるホログラム記録媒体に対しては、振幅の情報のみでなく、位相の情報も記録でき
ることが知られている。現状においては、上記のようにして記録データに応じた光強度の
変調のみを行って、記録データを光強度の情報によって記録し、また再生時には記録され
た光強度の情報のみを読み出すことで記録データを再生するようにされている。つまりこ
のことから、位相情報を記録できるという点を有効に利用していないものとなっている。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　そこで、本発明では以上のような問題点に鑑み、記録再生装置として以下のように構成
することとした。
　つまり、本発明の記録再生装置は、参照光と信号光との干渉縞によってデータが記録さ
れるホログラム記録媒体に対する記録再生を行う記録再生装置であって、先ず、入射光に
対し画素単位で空間光位相変調を行うと共に、上記信号光を生成するための領域としての
信号光エリアと上記参照光を生成するための領域としての参照光エリアとが設定された位
相変調器を少なくとも有し、上記参照光エリアを介した光と上記信号光エリアを介した光
に位相差を与えることが可能となるように構成された位相変調手段を備える。
　また、光源から発せられ上記位相変調手段を介して得られる光を上記ホログラム記録媒
体に対して導く光学系を備える。
　さらに、上記位相変調器に対する制御を行う位相制御手段として、記録時には、上記信
号光エリア内の位相変調パターンが記録データに応じたパターンとなり且つ上記参照光エ
リア内の位相変調パターンが所定パターンとなるようにして上記位相変調器の各画素を駆
動制御し、再生時には、上記信号光エリアを介して上記位相変調手段から出射されるＤＣ
光の全体位相と、上記参照光エリアを介して上記位相変調手段から出射される参照光内の
基準位相との位相差としてπ／２の位相差が与えられるように上記各画素を駆動制御する
位相制御手段を備えるものである。
【００１８】
　このようにして本発明では、記録時には、記録データに応じた位相変調パターンを与え
た信号光と、所定の位相変調パターンを与えた参照光とをホログラム記録媒体に対して照
射するものとしている。これにより、記録データを位相の情報によって上記ホログラム記
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録媒体に対して記録することができる。
　また、再生時には、参照光と、当該参照光内の基準位相との位相差がπ／２となる全体
位相を有するＤＣ光とを上記ホログラム記録媒体に対して照射するものとしている。
　ここで、後述もするように、ホログラム記録媒体に記録された位相の情報は、従来のよ
うに参照光のみを照射したのでは適正に読み出すことができない。そこで、上記のように
して参照光と共に、信号光エリアを介して得られるＤＣ光（振幅・位相が均一となるよう
にされたコヒーレントな光）を照射するものとしている。これにより、上記参照光の照射
に応じてホログラム記録媒体から得られる再生光に対し、上記ＤＣ光が加算されるように
することができ、このようにＤＣ光が加算された再生光を読み出すことで、記録された位
相の情報を適正に読み出すことができる。
　なお、後述もするように、参照光の照射に応じて得られる上記再生光に上記ＤＣ光が正
しく加算されるようにするためには、再生光内の基準位相（位相「０」が記録された部分
の位相）とＤＣ光の位相が同位相とされている必要がある。一方で、ホログラム記録再生
方式においては、再生光の位相が、これを得るために照射した参照光の位相（参照光内の
基準位相）に対してπ／２だけずれることになる。これらのことを考慮し、本発明では、
上記のようにしてＤＣ光の位相を、参照光内の基準位相との位相差がπ／２となるように
設定している。これにより、再生光に対してＤＣ光が適正に加算されるようにすることが
できる。
　ここで、本発明において、上記参照光内の基準位相とは、記録時の参照光の位相変調パ
ターンの付与時に位相変調器で位相「０」を与えた画素を介した光の位相を指す。例えば
、記録時と再生時とで参照光に同じ位相変調パターンを与える場合には、再生時の参照光
の位相変調パターンの付与時において、位相変調器で位相「０」を与えた画素を介した光
の位相となる。
【発明の効果】
【００１９】
　上記のようにして本発明によれば、記録データに応じた空間光変調として、空間光位相
変調を行うことで、ホログラム記録媒体に対し位相の情報によりデータ記録を行う記録手
法を実現することができる。また、このように記録された位相の情報を正しく読み出して
、記録したデータを再生することのできる再生手法を実現できる。
【００２０】
　また、上記のようにして再生時に参照光と共にＤＣ光を照射する構成とすることで、従
来の参照光のみを照射する手法と比較して再生光の光強度を増すことができ、これによっ
て再生性能の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下実施の形態とする）について説明してい
く。
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態としての記録再生装置の内部構成について示した図
である。なお、図１では主に記録再生装置の光学系の構成のみを抽出して示し、他の部分
については省略している。
　本例では、ホログラム記録再生方式として、いわゆるコアキシャル方式を採用する場合
を例示する。なお、コアキシャル方式は、先にも述べたように信号光と参照光とを同一軸
上に配置し、それらを共に所定位置にセットされたホログラム記録媒体に照射して干渉縞
によるデータ記録を行い、また再生時には少なくとも参照光をホログラム記録媒体に対し
て照射することで干渉縞により記録されたデータの再生光を得る方式である。
　また、本例では、ホログラム記録媒体として、反射膜を備えた反射型のホログラム記録
媒体１０に対応する場合の構成を例示する。
【００２２】
　図１において、先ず、レーザダイオード（ＬＤ）１は、記録再生のためのレーザ光を得
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るための光源として設けられる。このレーザダイオード１としては、例えば外部共振器付
きレーザダイオードが採用され、レーザ光の波長は例えば４１０ｎｍとされる。
　レーザダイオード１からの出射光はコリメータレンズ２を介した後、位相変調器３に対
して入射する。
【００２３】
　位相変調器３は、例えば透過型液晶パネルで構成され、後述する位相制御部１３からの
駆動信号によって各画素が駆動制御されることで、自らを透過する光に対して記録データ
に応じた空間光位相変調（以下、単に位相変調とも言う）を画素単位で施すようにされる
。
【００２４】
　このように透過光に対し画素単位による位相変調を施す位相変調器３としては、上記透
過型液晶パネル内部の液晶素子を、次の図２に示す考えに基づき構成することで実現する
ことができる。
　図２（ａ）では、液晶パネル内の液晶素子に駆動信号（例えば駆動電圧）を印加してい
ない状態、つまり駆動電圧OFFの状態での液晶分子の様子を示し、図２（ｂ）では液晶素
子に所定レベルでの駆動電圧を印加した状態（駆動電圧ONの状態）での液晶分子の様子を
示している。
　図示するようにして図２（ａ）の駆動電圧OFFの状態では、液晶分子は水平配向となり
、また図２（ｂ）に示す駆動電圧ONの状態では液晶分子は垂直配向に変化することになる
。
　このとき、液晶素子の屈折率ｎについて、駆動電圧OFFによる上記水平配向時の屈折率
をｎh、所定レベルでの駆動電圧ONによる上記垂直配向時の屈折率をｎvとすると、液晶素
子の厚さをｄとした場合、駆動電圧OFF時に与えられる位相変化量は「ｄ×ｎh」となり、
駆動電圧ON時に与えられる位相変化量は「ｄ×ｎv」となる。従ってこのことから、駆動
電圧のON/OFFによって与えることのできる位相差Δｎｄとしては、
　　Δｎｄ＝ｄ×ｎh－ｄ×ｎv
　により表されるものとなる。
　この関係式より、画素単位で所要の位相差を与えるにあたっては、液晶素子の厚さｄを
調整すればよいことがわかる。
【００２５】
　本例で用いる位相変調器３としては、液晶素子の厚さｄを調整することで、例えば位相
差Δｎｄ＝２πとなるように設定している。すなわち、これによって各画素ごとに、上記
ON／OFFとしての駆動電圧の切換を行うことで「０」と「２π」の２値による光位相変調
を施すことが可能とされているものである。
【００２６】
　このとき、上記のように所定レベルによる駆動電圧ON時と駆動電圧OFF時とで位相「０
」「２π」の変調を行うことができるということは、駆動電圧レベルを上記所定レベルま
で段階的に制御することで、位相は「０」～「２π」まで段階的に変化させることができ
る。例えば、駆動電圧レベルを上記所定レベルの１／２とすれば、位相「π」による変調
も可能となる。さらには、駆動電圧レベルを上記所定レベルの１／４とすれば、位相「π
／２」による変調が可能となる。
【００２７】
　また、この場合の位相変調器３には、後述するようにして参照光と信号光とをそれぞれ
独立した光として生成することができるように、先の図２１に示したものと同様に、参照
光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、ギャップエリアＡ３の各領域が設定されている。具体
的に、この場合の位相変調器３については、その中心部を含む略円形の所定の画素範囲が
信号光エリアＡ２とされ、この信号光エリアＡ２の外周側に隣接する略輪状の所定の画素
範囲がギャップエリアＡ３、さらにこのギャップエリアＡ３の外周側に隣接する略輪状の
所定の画素範囲が参照光エリアＡ１として設定されている。
【００２８】
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　図１に戻り、上記のような位相変調器３にって位相変調が施された光は、当該位相変調
器３の出射面側に対して取り付けられたマスク素子１２を介して出力される。
　このマスク素子１２には、次の図３に示されるように、上記位相変調器３と同様の参照
光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、ギャップエリアＡ３の領域設定が為され、ギャップエ
リアＡ３と、参照光エリアＡ１よりも外周側の領域とをマスク（遮光）するように構成さ
れている。すなわちこれによって、上記位相変調器３における参照光エリアＡ１、信号光
エリアＡ２を透過する光のみを透過するようにされている。このマスク素子１２は、自ら
の参照光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、ギャップエリアＡ３が、位相変調器３における
参照光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、ギャップエリアＡ３と一致するようにして位相変
調器３に対して取り付けられている。
【００２９】
　図１において、当該マスク素子１２を介した光は、ビームスプリッタ４を透過した後、
リレーレンズ５→遮光マスク６→リレーレンズ７によるリレーレンズ光学系を介し、さら
に１／４波長板８を介した後に対物レンズ９で集光されてホログラム記録媒体１０上に照
射される。
【００３０】
　ここで、記録時においては、後述するようにして位相変調器３が入射光に対する位相変
調を行い、位相変調後の光がマスク素子１２を介して出力されることで、所定の位相変調
パターンが与えられた参照光と、記録データに応じた位相変調パターンが与えられた信号
光とが得られる。そして、このようにして生成された信号光と参照光とが、上記により説
明した経路を経て上記ホログラム記録媒体１０上に集光するようにされることで、これら
参照光と信号光との干渉縞によりホログラム記録媒体１０に対するデータ記録が行われる
。
【００３１】
　一方、再生時においては、レーザダイオード１からの光が、記録時と同様にコリメータ
レンズ２を介して位相変調器３に入射される。再生時において位相変調器３は、位相制御
部１３による制御に基づき、入射光に対して後述する再生用の位相変調を施して参照光と
ＤＣ光とを生成するようにされる。これに応じ再生時には、これら参照光とＤＣ光とがホ
ログラム記録媒体１０に対して照射するようにされている。
　参照光の照射に応じては、ホログラム記録媒体１０上の干渉縞（記録データ）に応じた
回折光が再生光として得られ、この回折光（再生光）は、ホログラム記録媒体１０からの
反射光として対物レンズ９を介した後、１／４波長板８→リレーレンズ７→遮光マスク６
→リレーレンズ５を介してビームスプリッタ４に導かれる。また、上記ＤＣ光としても、
ホログラム記録媒体１０で反射され、同様の経路によってビームスプリッタ４に導かれる
。
【００３２】
　ビームスプリッタ４では、上記経路により導かれた再生光とＤＣ光を反射するようにさ
れ、この反射光は図示するようにしてイメージセンサ１１に導かれる。イメージセンサ１
１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）センサやＣＭＯＳ（Complementary Oxide
 Semiconductor）センサなどの撮像素子を備え、上記のようにして導かれたホログラム記
録媒体１０からの反射光（再生光・ＤＣ光）を受光し、電気信号に変換する。これによっ
て再生時には、後述するようにして上記再生光とＤＣ光とが加算された成分が、イメージ
センサ１１により画像信号として読み出される。
【００３３】
　データ再生部１４は、このようにイメージセンサ１１にて得られた画像信号（読み出し
信号）について再生信号処理を行って、記録データを再生する。
　なお、このデータ再生部１４による動作については後述する。
【００３４】
　図４は、上記構成による記録再生装置によって実現しようとする、第１の実施の形態と
してのホログラム記録再生動作について説明するための図である。
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　図４において、図４（ａ）は記録時の位相変調器３における位相変調パターンを模式的
に示し、図４（ｂ）は再生時の位相変調器３における位相変調パターンを模式的に示して
いる。
【００３５】
　先ず、図４（ａ）において、記録時には、図示するようにして参照光エリアＡ１に対し
所定の「０」「π」による位相変調パターンを与える。
　また、信号光エリアＡ２には、記録データに応じた位相「０」「π」のパターンを与え
る。具体的には、「０」「１」による２値の組み合わせでなる記録データ列について、例
えばビット「１」については位相「０」、ビット「０」については位相「π」を割り当て
るようにして位相変調パターンを与える。
　記録時において、位相変調器３がこのような位相変調を行うようにされることで、ホロ
グラム記録媒体１０に対しては、所定の「０」「π」の位相変調パターンを有する参照光
と、記録データに応じた「０」「π」の位相変調パターンを有する信号光とが照射される
。これによりホログラム記録媒体１０に対しては、これら参照光と信号光との干渉縞によ
ってデータが記録される。
　この場合、信号光は上記のようにして「０」「π」の位相変調を受けたものであるので
、このように形成される干渉縞は、位相の情報を含むものとなっている。つまりこれによ
り、位相情報によるデータ記録が実現される。
【００３６】
　ここで、本例では、信号光・参照光について空間光強度変調は施さないので、これらの
光の振幅は「１」(ＯＮ)で均一となる。
　このように例えば「１」による振幅の光に対し、「０」による位相変調が与えられた場
合（つまり位相変調器３における位相変調が施されない場合）、ホログラム記録媒体１０
に対しては振幅の情報として「１」が記録されることになる。
　一方、振幅「１」の光に対して「π」(１８０度：つまり逆相)の位相変調が施された場
合は、ホログラム記録媒体１０には振幅の情報として「－１」が記録されることになる。
　このようにして、位相「０」と「π」による変調で記録される情報は、振幅の値として
みれば、それぞれ「１」と「－１」となる。
【００３７】
　ここで、この説明からも理解されるように、ホログラム記録再生方式においては、ホロ
グラム記録媒体１０に対して位相の情報を記録することができる。しかしながら、再生側
において、仮に、従来のようにして参照光のみを照射して読み出しを行った場合には、ホ
ログラム記録媒体１０に記録された信号の光強度の読み出しはできるが、位相の情報（つ
まり振幅の違い）を正しく読み出すことができないものとなってしまう。これは、ホログ
ラム記録再生系が非線形性を有していることによる。
【００３８】
　このようなホログラム記録再生系の有する非線形性について説明しておくと、先ず、先
の図１に示した構成も含め、一般的にホログラム記録再生方式による光学系は、ＳＬＭ（
空間光変調器）、対物レンズ、メディア、接眼レンズ、イメージセンサのそれぞれがレン
ズの焦点距離だけ離間して配置されている、４ｆ光学系に基づく構成となっている。いわ
ゆるフーリエ変換ホログラムと呼ばれる構成である。
　このようなフーリエ変換ホログラムの構成では、記録再生系の一連の動作を、次のよう
にしてみなすことができる。すなわち、ＳＬＭの記録データパターンはフーリエ変換され
てホログラム記録媒体（メディア）に投影され、メディアの読み出し信号（再生像）は逆
フーリエ変換されてイメージセンサに投影される。そして、イメージセンサでは、そこに
入力される光の波面の振幅の絶対値としての、光の強度を検出しているというものである
。
【００３９】
　このようなホログラム記録再生系の有する非線形性の問題から、従来のように再生時に
参照光のみを照射した場合には、位相情報によって記録された信号を適正に読み出すこと
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ができないものとなっている。
　このことについて、次の図５を参照して説明する。
【００４０】
　図５は、ホログラム記録媒体１０に対して光強度「１」の光に位相を組み合わせて記録
される信号値を、横軸（ｘ軸）を実数軸Ｒｅ、縦軸を虚数軸Ｉｍとして表したものである
。
　上記実数軸Ｒｅは、原点を境に位相「０」と「π」を表す軸となる。また虚数軸Ｉｍは
、原点を境に位相「π／２」と「３π／２」を表す軸となる。
　或る強度を有する光に対し位相を組み合わせて記録した信号の値は、実数軸Ｒｅの値を
ｘ、虚数軸Ｉｍの値をｙとした場合、座標（ｘ、ｙ）で表すことができる。具体的に、位
相「０」を組み合わせて記録した信号値は（１，０）となる。また、位相「π」を組み合
わせて記録した信号値は（－１，０）となる。さらに、位相「π／２」を組み合わせて記
録した信号値は（０，１）となり、位相「３π／２」を組み合わせて記録した信号値は（
０，－１）となる。
【００４１】
　そして、このように座標（ｘ、ｙ）で表される信号値について、単に参照光のみを照射
して読み出しを行った場合、イメージセンサ１１において検出される光強度は、原点（０
，０）からの距離として表されるものとなる。このことで、或る光強度（この場合は「１
」）に対しどのような位相を組み合わせて記録を行ったとしても、イメージセンサ１１で
検出される光強度としては、記録した光強度の値「１」で同じとなってしまう。
【００４２】
　そこで、本実施の形態では、再生時に参照光と共に、信号光エリアＡ２内を透過させた
、振幅・位相が均一となるようにしたコヒーレントな光（ＤＣ光と呼ぶ）も併せて照射す
るものとしている。
　ここで、このように信号光エリアＡ２を透過させて生成したＤＣ光を照射するものとす
れば、参照光の照射に応じて得られる再生光に対し、このＤＣ光の有する振幅を加算する
ことができる。具体的に、このＤＣ光の振幅として「１」を加算することができれば、位
相「０」により記録された振幅「１」の信号については、「１」＋「１」とすることがで
きる。つまりイメージセンサ１１上にて検出される光強度としては（１＋１）＝２が検出
されるようにできる。また、位相「π」により記録された振幅「－１」の信号については
、「－１」＋「１」とでき、これによってイメージセンサ１１上では（－１＋１）＝０の
光強度が検出されるようにすることができる。
　このようにして再生光に対しＤＣ光が加算されるようにして読み出しを行うことで、位
相情報により記録されたビット「０」「１」を区別することができるようになり、データ
再生を正しく行うことができる。
【００４３】
　このようなＤＣ光の加算読み出しの原理を、先の図５と同様の実数軸Ｒｅ、虚数軸Ｉｍ
を用いて表すと、次の図６に示すようになる。
　図６において、上記のように再生光に対して振幅「１」によるＤＣ光が加算されるとい
うことは、図示するように各信号値に対しては、位相「０」の方向（実数軸Ｒｅの正方向
）に振幅「１」が加算されるということになる。
　このため、振幅「１」・位相「０」の組み合わせで記録された信号値（１，０）は図示
するようにして（２，０）となり、振幅「１」・位相「π」の組み合わせで記録された信
号値（－１，０）は（０，０）となる。このことから、これら信号値についてイメージセ
ンサ１１で検出される光強度は、それぞれ「２」と「０」となって、上述した結果が得ら
れるものである。
【００４４】
　このようなＤＣ光の加算読み出しを実現するための、再生時の具体的な位相変調の一例
を、図４（ｂ）を参照して説明する。
　先ず、再生時には、参照光エリアＡ１内の位相変調パターンは、記録時と同じ「０」「



(13) JP 2009-20305 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

π」の変調パターンとする。本例のように、記録時に参照光に対し所定の位相変調パター
ンを与える位相多重化記録を行う場合には、このようにして再生時の参照光の位相変調パ
ターンを記録時の参照光の位相変調パターンと同パターンとするこで、記録された信号が
正しく読み出されるようにすることができる。
　また、このようにして再生時の参照光の位相変調パターンを記録時と同パターンとする
ことで、再生時の参照光の位相は、記録時の参照光の位相と同じになる。
【００４５】
　ここで、本明細書では、上記のような記録時の位相変調パターンの付与時に、位相「０
」を与えた参照光エリアＡ１内の画素を基準画素とする。そして、「参照光内の基準位相
」と言ったときは、参照光エリアＡ１内における上記基準画素を介した光の位相を指すも
のとする。
　このことを踏まえると、上記のようにして再生時の参照光の位相変調パターンが記録時
の位相変調パターンと同パターンに設定される場合、当該再生時の参照光内の基準位相は
「０」となる。
【００４６】
　また、図４（ｂ）において、再生時の信号光エリアＡ２については、その全画素の位相
を、参照光内の基準位相からπ／２だけずらした位相に設定する。具体的に、この場合の
参照光内の基準位相は上述のように「０」であるので、信号光エリアＡ２内の全画素の位
相は「π／２」に設定する。
【００４７】
　ここで、先の説明によれば、ＤＣ光を加算して読み出しを行う本例の再生手法では、再
生光に対し、ＤＣ光が振幅「１」の成分として加算されるようにする必要がある。このた
めには、再生光内において振幅の値が同じ「１」となる、位相「０」が記録された部分の
位相と同位相となるようにＤＣ光の位相を設定すればよい。
　なお、この説明からも理解されるように、ＤＣ光の加算読み出しを行う上では、加算す
るＤＣ光の位相は、再生光内における上記振幅「１」＝位相「０」が記録された部分の位
相を基準として設定すべきものとなる。このことを踏まえ、本明細書においては、このよ
うに再生光内における位相「０」が記録された部分の位相を、「再生光内の基準位相」と
呼ぶこととする。
【００４８】
　ここで、上記説明によると、ＤＣ光の位相については、参照光内の基準位相に対し「π
／２」の位相差となるように設定するものとしているが、この場合、参照光の基準位相は
「０」であり、このことによると、当該参照光の照射に応じて得られる再生光内の基準位
相（位相「０」が記録された部分の位相）としても、同様に「０」となると考えられなく
もない。つまりこのことから、ＤＣ光に設定すべき位相は、このような再生光内の基準位
相と同様の「０」とすべきであると考えられなくもない。
　しかしながら実際において、このようにＤＣ光の位相を「０」とした場合には、当該Ｄ
Ｃ光の位相と再生光内の基準位相とを同位相とすることができないものとなる。これは、
下記の参考文献１にも記載されるように、ホログラム記録再生方式では、参照光を照射し
て再生光を得たとき、当該再生光の位相が、記録信号の位相からπ／２だけずれるという
性質を有しているからである。つまり、このように再生光にπ／２の位相ずれが生じるこ
とに対応させるために、加算するＤＣ光の位相としてもπ／２だけずらしたものに設定す
るというものである。

　参考文献１．Kogelnik,H "Coupled wave theory for thick hologramgrating". Bell S
ystem Technical Journal,48,2909-47
【００４９】
　ここで、位相の関係について整理しておくと、先ず前提として、上述のように所定の位
相変調パターンが与えられた参照光を照射して位相「０」「π」の組み合わせで記録を行
った場合の、記録信号内の位相「０」が記録された部分の位相（基準位相）が「０」であ
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るとする。この前提を踏まえた上で、再生時には、上述のようにして記録時と同じ位相変
調パターンを与えた参照光を照射し、再生光を得るようにされるが、このように記録時と
同じ位相変調パターンによる参照光を照射すれば、単純に考えて、上記記録信号に応じて
得られる再生光の基準位相は「０」のまま変化しないと予測できる。しかしながら実際に
は、上述のようにして再生光の位相は記録信号の位相から「π／２」だけずれたものとな
ってしまうことから、このことに対応させて、ＤＣ光の位相は上記のように「π／２」に
設定する。この結果、再生光内の基準位相（π／２）とＤＣ光の位相（π／２）を一致さ
せることができるものである。
　このとき、位相の関係を再生光と参照光とについて見てみると、参照光内の基準位相＝
「０」に対し、再生光の基準位相＝「π／２」となっており、従って再生光内の基準位相
は参照光内の基準位相に対し「π／２」だけずれたものとなることが理解できる。このこ
とから、上記のようにしてＤＣ光の位相としては、参照光内の基準位相に対し「π／２」
の位相差となるように設定すればよい。
【００５０】
　続いては、上記により説明した本実施の形態としての記録再生動作を実現するために、
図１に示した位相制御部１３、データ再生部１４によって行われる動作について説明する
。
【００５１】
　先ず、位相制御部１３について、その内部構成を次の図７に示す。なお、この図７では
先の図１に示した位相変調器３とマスク素子１２も併せて示している。
　図７において、位相制御部１３内には、記録符号化部１５、マッピング部１６、位相変
調ドライバ１７が備えられる。
　位相制御部１３に対しては、記録時においてビット「０」「１」の組み合わせによる記
録データが供給され、この記録データが記録符号化部１５に対して入力される。
【００５２】
　記録符号化部１５は、記録データを位相「０」「π」に対応する値に符号化する。具体
的にこの場合は、記録データのビット「１」については位相「０」に対応する値を割り当
てる。また、ビット「０」については位相「π」に対応した値を割り当てる。
【００５３】
　マッピング部１６は、記録時において上記記録符号化部１５にて符号化されたデータを
、記録フォーマットに従って１枚のホログラムページ内に配列する。このホログラムペー
ジとは、信号光エリアＡ２内に敷き詰められるデータ配列全体を指す。すなわち、信号光
と参照光との干渉で一度に記録することのできるデータ単位をホログラムページと呼ぶも
のである。
　また、マッピング部１６は、このような信号光エリアＡ２内へのマッピングと共に、参
照光エリアＡ１の所定の画素を位相「０」に対応した値とし、それ以外の画素を位相「π
」に対応する値としたデータパターンを生成し、このデータパターンと上記信号光エリア
Ａ２内のデータパターンとを併せて位相変調器３の全有効画素分のデータパターンを生成
する。そして、この全有効画素分のデータパターンを位相変調ドライバ１７に対して供給
し、各画素の駆動信号レベルを指示する。
【００５４】
　ここで、位相変調器３は、先の図２において説明したように駆動信号のレベルに応じて
可変的に各画素を駆動することが可能に構成される。具体的に、この場合の位相変調器３
は、駆動信号のレベルに応じ、各画素ごとに位相を「０」～「２π」の範囲内で可変的に
変調することができる。これに対応して、位相制御部１３内の位相変調ドライバ１７は、
上記マッピング部１６から指示される値「０」～「１」（例えば２５６階調であれば０～
２５５）に応じた駆動信号レベルにより位相変調器３の各画素を駆動するように構成され
ている。
　これに伴い、マッピング部１６及び記録符号化部１５は、上記位相「０」に対応する値
としては「０」を割り当て、上記位相「π」に対応する値としては「１／２」（１２７）



(15) JP 2009-20305 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

を割り当てるようにされている。
【００５５】
　位相変調ドライバ１７は、マッピング部１６より供給される上記データパターンとして
の、各画素の駆動信号レベルの指示値に基づき、位相変調器３の各画素を駆動する。これ
により、記録時において位相変調器３は、入射光に対して、信号光エリアＡ２内について
は画素単位で記録データに応じた「０」「π」の位相変調パターンを与え、参照光エリア
Ａ１内については画素単位で所定の「０」「π」の位相変調パターンを与えるようにして
位相変調を行うようにされる。
【００５６】
　なお、ここでは、参照光エリアＡ１と信号光エリアＡ２以外の範囲についての位相変調
については特に述べなかったが、参照光エリアＡ１と信号光エリアＡ２以外の範囲につい
ては、マスク素子１２によって遮光されることから、この範囲についてどのような位相変
調を施したとしても本例の記録再生動作に影響が与えられるものではない。従ってこの部
分の位相としては任意に設定されればよく、例えばこの場合は全て位相「０」を割り当て
るものとする。なお、このことについては以下で説明する再生時の場合も同様である。
【００５７】
　続いて、再生時の動作について説明する。
　再生時において、位相制御部１３内では、マッピング部１６が、先の図４（ｂ）にて説
明したＤＣ光と参照光とを生成するためのデータパターンを生成する。具体的には、参照
光エリアＡ１を記録時と同様の位相「０」「π」（つまり「０」「１／２」）のパターン
とし、且つ信号光エリアＡ２内を位相「π／２」に対応する値、すなわち「１／４」（６
３）で埋めたデータパターンを生成する。そして、このデータパターンを含む位相変調器
３の全有効画素分のデータパターンを、位相変調ドライバ１７に供給する。
【００５８】
　このようなマッピング部１６の再生時の動作が行われることで、位相変調器３では、入
射光に対し、参照光エリアＡ１内については記録時と同じ「０」「π」の位相変調パター
ンを画素単位で与え、信号光エリアＡ２内については全画素に対し「π／２」による位相
変調を与えるようにされる。この結果、マスク素子１２からの出射光として、先の図４（
ｂ）について説明した記録時と同じ位相変調パターンによる参照光と、この参照光内の基
準位相との位相差が「π／２」となるＤＣ光が得られるようにすることができる。
【００５９】
　再生時において、これら参照光とＤＣ光とが照射されることに応じては、イメージセン
サ１１にて、参照光の照射に応じホログラム記録媒体１０から得られた再生光と、この再
生光内の基準位相と同位相となるようにされた上記ＤＣ光とが加算された成分についての
読み出し信号が得られる。
　イメージセンサ１１にて得られた読み出し信号は、図１に示したデータ再生部１４に対
して供給される。
【００６０】
　データ再生部１４は、イメージセンサ１１からの読み出し信号（画像信号）中に含まれ
る、位相変調器３の画素単位（データピクセル単位）の値ごとに「０」「１」のデータ識
別を行って、ホログラム記録媒体１０に記録されたデータを再生する。
　ここで、先にも説明したように記録時においては、記録データのビット「１」について
位相「０」が割り当てられ、ビット「０」について位相「π」が割り当てられている。そ
して、ＤＣ光の加算が行われることによっては、位相「０」により記録された振幅「１」
の信号については（１＋１）＝２の光強度が検出される。また、位相「π」により記録さ
れた振幅「－１」の信号については（－１＋１）＝０の光強度が検出される。
　このことに対応して、データ再生部１４では、イメージセンサ１１からの画像信号中に
おける光強度「２」が検出されたデータピクセルについてはビット「１」、光強度「０」
が検出されたデータピクセルについてはビット「０」と判定する。このようなデータ識別
が行われることで、ホログラム記録媒体１０に対して記録された「０」「１」によるデー
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タを適正に再生することができる。
【００６１】
　なお、上記説明では、イメージセンサ１１にて得られた画像信号中における各データピ
クセルの位置を特定するための処理については特に言及しなかったが、このような位置特
定を行うにあたっては、従来より行われている一般的な手法として、記録データ内にシン
クと呼ばれる所定パターンデータを挿入しておくということが行われる。その場合、デー
タ再生部１４としては、イメージセンサ１１から供給された画像信号中から上記所定パタ
ーンとしてのシンク部分を探索し、その結果検出されたシンクの位置に基づいて各データ
ピクセルの位置を特定する処理を行う。
　このような各データピクセルの位置特定手法としては、従来より提案されている手法、
或いは今後提案される手法など適宜最適とされる手法が採用されればよく、ここで特に限
定されるべきものではない。
【００６２】
　また、このように各データピクセルの位置が特定された後には、データピクセルごとの
値（振幅値）を取得する処理を行うことになるが、例えば従来では、特定された各データ
ピクセルの位置の周囲の値から補間処理を行ってそのデータピクセルの振幅値を計算によ
り取得するようにされている。これは、画像処理の分野で一般的な手法であり、双線形補
間法(Bi-linear interpolation method)、３次補間法(Cubic convolution method)、双３
次スプライン法 (Bicubic spline method)などが知られている。また、計算によらず、特
定された位置から最もタイミングの近い信号値をそのデータピクセルの振幅値として選択
する最近傍法(Nearest neighbor method)もある。
　このような振幅値の取得処理についても多様な手法を採ることができ、ここでその手法
について特に限定はしない。
【００６３】
　以上のようにして本実施の形態によれば、記録データに応じた空間光変調として、空間
光位相変調のみを行うことで、ホログラム記録媒体１０に対し位相の情報によりデータ記
録を行うことができる。また、再生時には、参照光と共にＤＣ光を照射した読み出しを行
うことで、ホログラム記録媒体１０に位相の情報により記録されたデータを正しく再生す
ることができる。
【００６４】
　また、再生時においてＤＣ光が照射されることで、従来の参照光のみを照射して読み出
しを行う場合と比較して、再生光の光量を増加させることができる。これにより、データ
検出の安定化を図ることができ、再生性能の向上が図られる。
【００６５】
　＜第２の実施の形態＞

　続いて、第２の実施の形態について説明する。
　図８は、第２の実施の形態としての記録再生装置の内部構成を示している。なお、この
図８においても先の図１と同様に主に記録再生装置の光学系の構成のみを抽出して示し、
他の部分については省略している。また、図８において、既に第１の実施の形態で説明し
た部分については同一符号を付して説明を省略する。
【００６６】
　第２の実施の形態の記録再生装置は、画素単位で空間光位相変調を行う位相変調器とし
て、第１の実施の形態で用いていた透過型による位相変調器３に代え、反射型の位相変調
器（反射型位相変調器２０）を用いるようにしたものである。反射型の位相変調器として
は、ＦＬＣ（Ferroelectric Liquid Crystal：強誘電性液晶）を用いたものが知られてい
るが、本例の反射型位相変調器２０としても、例えばこのＦＬＣで構成されたものを用い
る。
【００６７】
　このように位相変調器として反射型位相変調器２０を用いることに対応させて、この場
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合の記録再生装置では、図示するようにしてレーザダイオード１から出射されコリメータ
レンズ２を介して得られる光を入射するようにされたビームスプリッタ２２を追加するも
のとしている。このビームスプリッタ２２は、コリメータレンズ２からの入射光を反射し
て上記反射型位相変調器２０側に導くようにされると共に、反射型位相変調器２０からの
反射光を透過して、これを後述する位相素子２１を介してビームスプリッタ４に導くよう
にして設けられる。
　なお、上記ビームスプリッタ４より後段の構成は、先の図１の場合と同様となるので改
めての説明は省略する。
【００６８】
　また、反射型位相変調器２０に対しては、第１の実施の形態の場合と同様にマスク素子
１２が取り付けられる。反射型位相変調器２０に対しては、位相変調器３と同様、予め参
照光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、ギャップエリアＡ３が設定されており、この場合も
マスク素子１２は、自らに設定される参照光エリアＡ１、信号光エリアＡ２、ギャップエ
リアＡ３が、反射型位相変調器２０にて設定される参照光エリアＡ１、信号光エリアＡ２
、ギャップエリアＡ３とそれぞれ一致するようにして反射型位相変調器２０におけるレー
ザ光の入／出射面側に対して取り付けられる。
　また、反射型位相変調器２０に対しては、位相制御部１３からの駆動信号が供給される
。この反射型位相変調器２０としても、内部の液晶素子（各画素）が上記駆動信号に基づ
き駆動制御されることで、入射光に対する位相変調を施すようにされている。
【００６９】
　ここで、上記ＦＬＣも含めて、反射型の位相変調器としては、現状において位相変調の
充分なダイナミックレンジを確保することが非常に困難とされている。具体的に言えば、
第１の実施の形態で用いた透過型の位相変調器３のように、「π／２」などといった微妙
な位相変調を施すことが非常に困難とされている。このため、現状において反射型の位相
変調器は、π単位による位相変調が限界とされている。
【００７０】
　このようにして、π単位による位相変調が限界とされて、第１の実施の形態の場合のよ
うなπ／２単位による位相変調ができないとすると、位相変調器を用いた変調のみでは参
照光の基準位相とＤＣ光の位相とにπ／２の位相差を与えることができず、ＤＣ光の加算
読み出しを適正に行うことができなくなってしまう。
【００７１】
　そこで、第２の実施の形態では、反射型位相変調器２０には「０」「π」の位相変調に
よる参照光と信号光の生成機能のみを担わせるものとし、再生時に必要なπ／２単位によ
る位相変調（位相差付与）は、位相素子２１に担わせるものとしている。
【００７２】
　この位相素子２１としては、例えば光ディスクの分野における波長板などとして用いら
れる、偏光方向に応じた異方性を有する位相子（位相板）を備えて構成される。
　ここで、周知のようにこのような位相子は、光学軸方位の偏光方向を有する入射光の位
相を、その直交方向に対して一定量変調するものである。すなわちこのことから、位相子
の光学軸方位を、入射光の偏光方向と一致する方向に設定しておくことで、当該位相子を
透過した光に一定量の位相変調を与えることができるものである。
【００７３】
　図９は、このような位相子を用いて構成した位相素子２１の断面構造図を示している。
　この図９に示されるように、位相素子２１としては、図中の斜線部により示すように、
信号光エリアＡ２に対応する領域が、位相子で構成された位相差付与領域２１ａとされる
。なお以下では、位相子２１ａと表記することもある。また、この位相差付与領域２１ａ
以外の領域が例えばガラス材などの透過性を有する材料で構成されている。
　この場合、位相差付与領域２１ａの直径は、少なくとも信号光エリアＡ２の直径以上で
且つ参照光エリアＡ１の内径以下となるように設定されている。つまりこれによって、反
射型位相変調器２０の信号光エリアＡ２を介した光と、参照光エリアＡ１を介した光に対
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して一定量の位相差を付与することが可能とされている
　本例の場合、上記位相子２１ａは、自らの光学軸方位が入射光の偏光方向と一致する方
向とされた場合に、当該位相子２１ａよりも外周部分を透過した光と当該位相子２１ａの
透過光とにπ／２の位相差を与えるようにして構成されている。この場合は、当該位相素
子２１ａの透過光側の位相がπ／２だけ遅れるように構成されている。つまり、当該位相
子２１ａの外周部分を透過した光の位相を「０」とした場合に、位相子２１ａを透過した
光の位相が「π／２」となるようにされている。
【００７４】
　但し、上記位相素子２１によって信号光エリアＡ２を介した光と参照光エリアＡ１を介
した光とに常にπ／２の位相差が与えられてしまっては、記録時においてもこのπ／２に
よる位相差が与えられてしまい、先に説明した実施の形態としてのＤＣ光の加算読み出し
が有効に行われなくなってしまう。
　そこで、位相素子２１を記録時と再生時とで９０°回転駆動することで、例えば再生時
にのみ位相素子２１（位相子）による位相差付与が行われるようにする。このために、図
８に示される記録再生装置では、回転駆動部２３と、この回転駆動部２３による回転動作
を制御する駆動制御部２４を設けている。
【００７５】
　図８において、回転駆動部２３は、位相素子２１を保持すると共に、例えばモータなど
の回転手段を有し、この回転手段による回転駆動力によって上記位相素子２１を回転駆動
する。なお、回転駆動部２３の取付位置は、上記のようにして位相素子２１を保持した状
態で、反射型位相変調器２０の信号光エリアＡ２を介した光が位相子２１ａを介してのみ
出力されるようにして設定されている。
　そして、回転駆動部２３には、位相素子２１の回転動作に対するストッパとして、位相
子２１ａの光学軸方位が入射光の偏光方向と一致する状態と、その状態から９０°回転さ
れた状態とが得られるようにするためのストッパが設けられている。このストッパによっ
て、正確な回転角度の制御が行われるように図られている。
【００７６】
　駆動制御部２４は、記録時と再生時とで位相素子２１が９０°回転されるように上記回
転駆動部２３を制御する。具体的に、記録時には、上記回転駆動部２３におけるモータの
回転方向を制御することで、位相子２１ａの光学軸方位が当該位相子２１ａへの入射光の
偏光方向と一致する状態となるように位相素子２１を回転させ、また再生時には、上記モ
ータを記録時とは逆方向に回転させて、位相素子２１を記録時の状態から９０°回転され
るようにする。
【００７７】
　このような記録／再生時における位相素子２１の回転制御が行われることで、記録時に
は信号光と参照光とに位相差が付与されず、先の第１の実施の形態の場合と同様の通常の
記録動作が行われるようにすることができる。また、再生時には、反射型位相変調器２０
の信号光エリアＡ２を介して得られる光（ＤＣ光）と、参照光エリアＡ１を介して得られ
る光とにπ／２の位相差を与えて、参照光内の基準位相との位相差がπ／２となるＤＣ光
を生成することができる。
【００７８】
　ここで、このような位相素子２１によるπ／２単位による位相変調を行うことに対応さ
せて、この場合の位相制御部１３では、再生時において、信号光エリアＡ２内の各画素に
ついては位相「０」となるように制御する。具体的に、この場合の位相制御部１３内のマ
ッピング部１６は、再生時において、反射型位相変調器２０の参照光エリアＡ１内を記録
時と同じ「０」「π」パターンとし、信号光エリアＡ２内の位相はすべて「０」で埋めた
反射型位相変調器２０の全有効画素分のデータパターンを生成し（この場合もギャップエ
リアＡ３と参照光エリアＡ１より外周部分は位相「０」とする）、このデータパターンに
よって位相変調ドライバ１７に各画素の駆動信号レベルを指示する。
　なお、確認のために述べておくと、反射型位相変調器２０は、「０」と「π」の位相変
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調のみを行うものであり、従って当該反射型位相変調器２０に対して供給する駆動信号と
してはＯＮレベルとＯＦＦレベルの２種のみとなる。従ってこの場合のマッピング部１６
から位相変調ドライバ１７への指示値としては、位相「０」については「０」、位相「π
」については「１」となる。
【００７９】
　上記により説明したような第２の実施の形態としての記録再生装置により、反射型位相
変調器２０のようにπ／２以下の単位による位相変調が不能とされた位相変調器を用いる
場合にも、ＤＣ光の加算読み出しによる再生動作が実現されるようにすることができる。
【００８０】
　なお、これまでの説明では、位相素子２１が入射光に対する異方性を有する位相子２１
ａを備えることで、π／２単位による位相差を与えるように構成する場合を例示したが、
位相素子２１としては、例えば断面厚の差によって透過光にπ／２単位による位相差を与
えるように構成することもできる。具体的に、その場合の位相素子２１としては、例えば
ガラス材で構成し、例えば「π／２」の位相差を与えるとした場合には、当該ガラス材の
屈折率をｎ、入射光の波長をλとしたとき、断面厚の差ｔを、ｔ＝λ／{４(ｎ－１)}に設
定すればよい。
　或いは、位相素子２１としては、屈折率の違いによる光路長差により所定の位相差を与
えるように構成することもできる。
【００８１】
　そして、このように断面厚の差や屈折率の差によって位相差を与えるように構成した場
合は、位相素子２１を再生時のみ光路中に挿入することで、先の図８に示した構成とする
場合と同様の効果を得ることができる。従って、この場合の位相素子２１の駆動手段とし
ては、例えば位相素子２１をスライド駆動するものなど、位相素子２１を光路に対して出
し入れ可能に構成されたものを設ける。
【００８２】
　また、上記説明では、信号光エリアＡ２を介した光の位相がπ／２だけ遅れるように位
相素子２１を構成する場合を例示したが、逆に、参照光側に対してπ／２の位相遅れを与
えるようにしてもよい。
　ここで、参照光側にπ／２の位相遅れを与えた場合、参照光内の基準位相はπ／２とな
るので、これに応じては、反射型位相変調器２０で信号光エリアＡ２に与える位相として
「π」を割り当てればよい。これにより、再生光の基準位相＝「π」、ＤＣ光の位相＝「
π」で同位相とすることができる。
【００８３】
　また、再生時に位相素子２１による位相変調（位相差付与）を行うものとしたが、逆に
記録時において位相素子２１による位相変調が行われるようにしてもよい。
　例えば、記録時において信号光側にπ／２の位相遅れを与えた場合、ホログラム記録媒
体１０に記録される信号の位相はπ／２ずれたものとなる。そして、この記録信号につい
て、再生時に参照光を照射して得られる再生光の位相ずれは、さらにπ／２ずれて「π」
のずれとなる。従ってこの場合には、このような「π」の位相ずれが与えられる再生光に
対しＤＣ光の位相を同位相とするために、反射型位相変調器２０にて信号光エリアＡ２に
与える位相は「π」とすればよい。
　このようにして記録側で位相素子２１による位相変調を行うようにした場合にも、ＤＣ
光の加算読み出しを有効に行うことができる。
【００８４】
　また、位相素子２１の挿入位置がビームスプリッタ２２とビームスプリッタ４の間とさ
れる場合を例示したが、位相素子２１としては、参照光エリアＡ１全体を透過する光と、
信号光エリアＡ２全体を透過する光に所定の位相差を与えるために、反射型位相変調器２
０にて設定される参照光エリアＡ１と信号光エリアＡ２とに応じて空間的に分割されてい
るものであるので、その挿入位置としては以下の２通りが可能である。
　・反射型位相変調器２０の実像面または実像面付近（必要に応じてリレーレンズ光学系
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を追加する）
　・コリメートされたレーザ光と反射型位相変調器２０の間
　つまりこの条件によれば、位相素子２１の挿入位置は、例えば反射型位相変調器２０と
ビームスプリッタ２２との間、リレーレンズ７と対物レンズ９との間、或いはコリメータ
レンズ２とビームスプリッタ２２との間とすることができる。
【００８５】
　但し、例えば上記のように反射型位相変調器２０とビームスプリッタ２２との間とした
場合には、位相素子２１に対しレーザ光が往復するようにして２度透過することになるの
で、この場合の位相素子２１としては、このような２度の透過に応じて「π／２」の位相
差を与えるように構成されることになる。
　なお、このことからも理解されるように、位相素子２１としては、入射光に対し少なく
ともπ／２以下の単位による位相変調（位相差付与）が可能となるように構成されていれ
ばよいものとなる。具体的に、上記のように反射型位相変調器２０とビームスプリッタ２
２との間に挿入する場合は、入射光に対しπ／４単位による位相差付与が可能となるよう
に構成されていればよい。
【００８６】
　３－３．第３の実施の形態

　続いて、第３の実施の形態について説明する。
　第３の実施の形態は、ＤＣ光の加算読み出しを利用した読み出し手法として、いわゆる
差動検出と呼ばれる手法を採用した再生動作を行うものである。
　具体的に、この差動検出とは、再生光に対して加算するＤＣ光として、再生光内の基準
位相と同位相としたＤＣ光と、さらに逆相（位相差π）としたＤＣ光とを順次照射し、こ
れらのＤＣ光が再生光に対してそれぞれ加算された２つの読み出し結果を得た上で、その
結果の差分をとるというものである。
【００８７】
　図１０は、このような差動検出を行う場合の再生時の動作の概要を模式的に示している
。
　先ず、この場合も再生時には、参照光に対し記録時と同じ位相変調パターンを与えるも
のとしている。つまり、参照光内の基準位相はこの場合も「０」である。
　差動検出では、ホログラム記録媒体１０に記録された１ホログラムページ分のデータの
読み出しにつき、ＤＣ光の位相を変えた２回の読み出しを行うようにされる。１回目に照
射されるＤＣ光は、これまでの各実施の形態の場合と同様のＤＣ光となる。すなわち、参
照光内の基準位相との位相差がπ／２とされたＤＣ光となる。
　これにより、１回目の読み出し時には、再生光に対して、当該再生光内の基準位相と同
位相（位相差０）となるＤＣ光が加算される。すなわち、再生光に対する振幅「１」の成
分となるＤＣ光が加算された結果が読み出される。
【００８８】
　そして、２回目の読み出し時には、図示するようにしてＤＣ光の位相を、参照光内の基
準位相との位相差が３π／２となる位相に設定する。先の説明から理解されるように、再
生光の位相は、参照光内の基準位相に対してπ／２だけずれたものとなるので、上記によ
るＤＣ光の位相の設定によっては、当該ＤＣ光と再生光との位相差を「π」とすることが
できる。
　これに応じ、２回目の読み出し時には、再生光に対し、当該再生光に対する振幅「－１
」の成分となるＤＣ光が加算された結果が読み出されることになる。
【００８９】
　ここで、図１１を参照して、差動検出の原理について説明する。なお図１１ではホログ
ラム記録媒体１０に対し或る光強度を有する光と任意位相の組み合わせで記録された信号
を、先の図５と同様に実数軸Ｒｅと虚数軸Ｉｍを基準とした信号点により表している。図
１１（ａ）は記録信号に位相「０」による振幅ａを加算した場合を、また図１１（ｂ）は
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記録信号に位相「π」による振幅ａを加算した場合を示している。
【００９０】
　先ず、図１１の各図において、この場合も記録された信号の値は座標（ｘ、ｙ）として
表している。
　ここで、当然のことながら、参照光を照射して得られる再生光は、ホログラム記録媒体
１０に対して記録された信号の値を反映したものとなる。このことを踏まえると、当該再
生光に対し、上述した動作のように位相差０、位相差πとなるＤＣ光（振幅はａである）
が加算されるということは、図１１（ａ）（ｂ）のそれぞれに示すようにして、実数軸Ｒ
ｅと虚数軸Ｉｍとを基準として示した記録信号（ｘ、ｙ）に対し、それぞれ位相「０」に
よる振幅ａ、位相「π」による振幅ａが加算されることに相当する。
【００９１】
　先の図５においても説明したように、記録信号についてのイメージセンサ１１による検
出出力値（センサ出力の値とする）は、その記録信号の座標から原点までの距離として表
されることになる。このことより、図１１（ａ）における位相「０」による振幅ａが加算
されたときのセンサ出力の値は、図中のｃで表され、また図１１（ｂ）における位相「π
」の振幅ａが加算されたときのセンサ出力の値は、図中のｄで表される。
　このような前提を踏まえた上で、
　(ｘ，ｙ) ： 記録された信号のＲｅ軸、Ｉｍ軸の値
　　　　ａ ： 加算された位相「０」、位相「π」の振幅
　　　　ｃ ： 位相「０」の振幅加算後のセンサ出力の値
　　　　ｄ ： 位相「π」の振幅加算後のセンサ出力の値
　とすると、図１１（ａ）に示す位相「０」による振幅ａを加算した場合には、

　ｃ2＝（ｘ＋ａ）2＋ｙ2

　という関係が成り立つ。
　同様に、図１１（ｂ）に示す位相「π」による振幅ａを加算した場合には、

　ｄ2＝（ｘ－ａ）2＋ｙ2

　という関係が成り立つことになる。
【００９２】
　本実施の形態の差動検出としては、このように位相「０」による振幅ａを加算された再
生光のセンサ出力と、位相「π」による振幅ａを加算された再生光のセンサ出力との差分
をとるものである。つまりこのことによると、当該差動検出によっては、上記ｃ2と上記
ｄ2との差分、ひいては「ｃ2－ｄ2」を計算していることに相当する。そしてその計算結
果は、

　ｃ2－ｄ2＝{（ｘ＋ａ）2＋ｙ2}－{（ｘ－ａ）2＋ｙ2}＝４ａｘ

　となる。
【００９３】
　このようにして差動検出によれば、ｘに比例した値のみが得られることになる。すなわ
ち、ホログラム記録媒体１０に対して記録された振幅の情報のみを表す値が得られるもの
である。
　なお、このような差動検出において、加算する振幅ａの大きさについては特に範囲の制
約は無いが、ａ＝０ではｃ2－ｄ2＝０となることから明らかなように、振幅ａの値につい
ては許される範囲で大きい方が望ましい。
【００９４】
　ここで、このようにｘに比例した値が得られるということは、この場合の差動検出によ
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れば、実数軸Ｒｅ上の信号点となるようにして記録された信号であれば、これを正しく読
み出すことができるということになる。
　第３の実施の形態としても、これまでの各実施の形態と同様に、位相「０」と「π」の
組み合わせて記録を行うものである。つまりこれら記録信号の座標は（－１，０）,（１
，０）であり、共にｙ＝０である。このことから、上記のようにして差動検出によりｘに
比例した成分のみが正しく得られるようになれば、位相「π」の組み合わせで記録された
信号（－１，０）もその振幅が負の成分であることが正しく検出されるようにすることが
できる。
　この結果、位相の差のみで記録された信号を正しく再生することができる。
【００９５】
　また、差動検出によれば、さらにＳＮＲ（Ｓ／Ｎ比）の改善効果を得ることができる。
　ここで、実施の形態では、記録する位相の組み合わせを「０」と「π」としているので
、ホログラム記録媒体１０に記録される信号の値は、上述のように（１，０）または（－
１，０）となる。すなわち、共にｙ＝０となる。但し、これは理想値であって、実際には
これら位相「０」と「π」の間の中間的な位相が生じ、ｘの成分のみでなくｙの成分も与
えられてしまうことがある。このとき、ｙの成分が与えられてしまうということは、原点
からの距離として表されるところのセンサ出力値が、本来は（ｘ，０）までの距離となる
ところが、（ｘ、ｙ）という異なる点までの距離とされてしまうことを意味する。このこ
とによると、ｙの成分は、記録された信号に対するノイズ成分であることが理解できる。
　これに対し、差動検出を行った場合は、上述のようにしてｘに比例した値のみが得られ
ることになる。つまり、これによれば、上記のようにノイズ成分とみなすことのできるｙ
の成分が除去されるものとなるので、この結果、読み出し信号に生じるノイズ成分の抑圧
が図られ、ＳＮＲの改善が図られることになる。
【００９６】
　ここで、上記により説明したような差動検出を行うにあたっての記録再生装置の構成と
しては、先の第１の実施の形態の構成、または第２の実施の形態の構成の何れに基づくも
のとしてもよい。
　例えば、第１の実施の形態の構成を採用する場合、位相制御部１３内のマッピング部１
６の動作を、以下のように変更する。なお、記録時の動作としては第１の実施の形態の場
合と同様となるので説明は省略する。
　この場合のマッピング部１６は、再生時において、 先の図１０にて説明したような１
回目と２回目の参照光・ＤＣ光の位相が設定されるように、１ホログラムページの読み出
しごとに以下のような動作を行う。
　先ず、参照光エリアＡ１については１回目、２回目の双方とも記録時と同じ位相変調パ
ターンとする。
　その上で、１回目の読み出し時の動作として、信号光エリアＡ２について、その全域を
位相「π／２」に対応する「１／４」で埋めたデータパターンを生成し、当該データパタ
ーンと上記参照光エリアＡ１の位相変調パターン（データパターン）とを合わせて位相変
調器３の全有効画素分のデータパターンを生成し、これを位相変調ドライバ１７に対して
供給する。
　そして、これに続く２回目の読み出し時の動作として、参照光エリアＡ１は１回目と同
パターンとしたままで、信号光エリアＡ２の全域を、位相「３π／２」に対応した「３／
４」に変更した位相変調器３の全有効画素分のデータパターンを生成し、これを位相変調
ドライバ１７に対して供給する。
【００９７】
　また、第２の実施の形態の構成を採用するとした場合、マッピング部１６の再生時の動
作を以下のように変更する。
　つまり、第２の実施の形態の場合は、再生時におけるπ／２単位の位相変調は不要であ
るので、１回目の読み出し時には、信号光エリアＡ２についてその全域を位相「０」に対
応する「０」で埋めたデータパターンを生成し、当該データパターンと、この場合も記録
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時と同パターンとなるようにした参照光エリアＡ１のデータパターンとを合わせて反射型
位相変調器２０の全有効画素分のデータパターンを生成し、これを位相変調ドライバ１７
に対して供給する。
　また、２回目の読み出し時の動作としては、参照光エリアＡ１を１回目と同パターンと
したままで、信号光エリアＡ２の全域を位相「π」に対応した「１」に変更した反射型位
相変調器２０の全有効画素分のデータパターンを生成し、これを位相変調ドライバ１７に
対して供給する。
　このように反射型位相変調器２０におけるＤＣ光の位相変調は１回目＝参照光の基準位
相との位相差「０」、２回目＝参照光の基準位相との位相差「π」となるが、この場合は
位相素子２１による再生時のπ／２単位による位相差付与が行われることで、結果的に、
ＤＣ光と参照光の基準位相との位相差は１回目「π／２」、２回目「３π／２」となり、
これによって再生光の基準位相とＤＣ光の位相差が１回目「０」、２回目「π」となるよ
うにすることができる。
【００９８】
　また、差動検出を行う場合は、イメージセンサ１１にて１ホログラムページの読み出し
ごとに順次得られる、再生光に対し当該再生光内の基準位相との位相差が「０」となるＤ
Ｃ光が加算された光についての読み出し結果（第１の画像信号とする）と、再生光に対し
当該再生光の基準位相との位相差が「π」となるＤＣ光が加算された光についての読み出
し結果（第２の画像信号とする）について、それらの差分を計算してデータ再生を行うた
めの構成が必要となる。
　このための構成として、これまでの第１及び第２の実施の形態で用いていたデータ再生
部１４に代えて、次の図１２に示されるようなデータ再生部２５を設ける。なお、図１２
ではデータ再生部２５の内部構成と共に、イメージセンサ１１も併せて示している。
【００９９】
　図１２において、データ再生部２５には、差分計算部２６とデータ識別部２７が備えら
れる。
　差分計算部２６は、上記のようにして１ホログラムページの読み出しごとに得られる第
１の画像信号と第２の画像信号とをイメージセンサ１１より入力し、それらの差分として
の画像信号を得る。具体的には、第１の画像信号の値をｃ2、第２の画像信号の値をｄ2と
したとき、ｃ2－ｄ2で表される差分計算を行うことで、先に説明した４ａｘの値で表わさ
れるところの画像信号を得る。
【０１００】
　また、データ識別部２７は、上記差分計算部２６による差分計算結果としての画像信号
を入力し、この画像信号中に含まれる位相変調器のデータピクセル単位の値ごとに「０」
「１」のデータ識別を行ってデータ再生を行う。
　ここで、先にも説明したように上記差分計算結果としての４ａｘの値は、記録された信
号の振幅の極性を正しく表すものとなっている。この場合、記録信号としては位相「０」
＝振幅「１」、位相「π」＝振幅「－１」の２値の何れかであるので、データ識別部２７
は、これら２値を識別するために、上記差分計算結果としての画像信号中のデータピクセ
ルごとの値の極性を判別する。この場合も記録時には、第１及び第２の実施の形態の場合
と同様に、記録データのビット「１」については位相「０」、ビット「０」については位
相「π」が割り当てられているので、これに対応してデータ識別部２７は、上記極性が正
である場合はビット「１」、負である場合はビット「０」と識別する。これによって記録
された「０」「１」のデータを正しく再生することができる。
【０１０１】
　なお、第３の実施の形態では、１回目の読み出し時に再生光の基準位相とＤＣ光の位相
が同位相となるようにＤＣ光・参照光を照射し、２回目の読み出し時に再生光の基準位相
とＤＣ光の位相差が「π」となるようにＤＣ光・参照光を照射する場合を例示したが、こ
れらを逆順とすることもできる。
【０１０２】
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　＜第４の実施の形態＞

　これまでの説明では、記録時において信号光エリアＡ２に与える位相変調パターンを、
単に記録データのビット値に応じて位相「０」「π」を割り当てたパターンとする場合を
例示したが、このとき、信号光内における「０」と「π」の配列がランダムとならない場
合には、信号光と参照光との干渉効率の低下を招く。
　また、信号光内に含まれる位相「０」＝振幅「１」、位相「π」＝振幅「－１」の数の
比によっては、信号強度の非常に強いＤＣ成分が記録されてしまう虞がある。具体的には
、振幅「１」の数に比例して、信号強度の非常に強いＤＣ成分が記録されてしまう虞があ
る。
　ここで、一般的にホログラム記録再生では、ホログラム記録媒体１０に対してホログラ
ムページを多重化して記録することが想定されている。このことを考慮すると、上記のよ
うなＤＣ成分が記録された部分は他のホログラムページを重複して記録できない部分とな
り、その結果、各ホログラムページの間隔を空けて記録を行わなければならなくなってし
まう。
【０１０３】
　そこで、第４の実施の形態では、信号光内に含まれる位相「０」と位相「π」の数がほ
ぼ同数となるようにし、上記ＤＣ成分の抑圧を図る。
　そのための構成として、次の図１３に示されるような位相制御部３０を備える。
　図１３において、この位相制御部３０としては、先の第１～第３の実施の形態の記録再
生装置が備える位相制御部１３に代えて設けられるものとなる。そして、この位相制御部
３０の内部構成としては、位相制御部１３内の記録符号化部１５に代えて、記録変調符号
化部３１が設けられたものとなっている。
【０１０４】
　記録変調符号化部３１は、記録時において供給される記録データを、例えば次の図１４
に示されるような変調符号化テーブルに基づいてＤＣフリーな符号に変換する。なお、こ
こで言う「ＤＣフリー」とは、位相「０」と位相「π」の数を同数とすることを指す。
　この図１４では一例として、記録データの２ビットを１シンボルとし、この記録データ
の１シンボルごとに、ＤＣフリーな４値の位相の組み合わせによる符号に変換する場合の
変調符号化テーブルを示している。具体的には、図示するようにして記録データの「１１
」の組み合わせに対しては位相「００ππ」の組み合わせが対応づけられ、「１０」の組
み合わせに対しては位相「０π０π」の組み合わせが対応づけられている。また記録デー
タの「０１」の組み合わせに対しては位相「０ππ０」の組み合わせが対応づけられ、「
００」の組み合わせに対しては位相「π００π」の組み合わせが対応づけられている。
　このようにして変調符号化テーブルには、所定ビット数を１シンボルとしたときの記録
データのビット「０」「１」の組み合わせごとに、ＤＣフリーな位相の組み合わせが対応
づけられた構造となっている。記録変調符号化部３１は、このような変調符号化テーブル
に基づき、記録データを１シンボルごとに、ＤＣフリーな位相の組み合わせによる符号に
変換する。
　なお、図１４では説明の便宜上、位相の値そのものが格納されるものとして示したが、
実際には位相「０」「π」に対応する値（つまり第１の実施の形態の場合であれば位相「
０」＝「０」、位相「π」＝「１／２」、第２の実施の形態の場合であれば位相「０」＝
「０」、位相「π」＝「１」）の組み合わせが格納されるものとなる。
【０１０５】
　図１３において、この場合のマッピング部１６としても、記録時において入力される符
号列を記録フォーマットに従って信号光エリアＡ２内にマッピングする動作を行う。これ
により、この場合の信号光エリアＡ２内には、位相「０」に対応する値と位相「π」に対
応する値とがほぼ同数となるようにマッピングが行われるものとなり、このような信号光
エリアＡ２内のパターンに基づき位相変調ドライバ１７による位相変調器３（又は反射型
位相変調器２０）に対する駆動制御が行われることで、信号光内の位相「０」と位相「π
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」の数がほぼ同数となるようにすることができる。
【０１０６】
　このように信号光内の「０」と「π」の数がほぼ同数とされることで、信号光内の位相
「０」と「π」の配列をランダムとすることができ、記録時における参照光と信号光との
干渉効率の向上を図ることができる。また、同時にフーリエ面（ホログラム記録媒体１０
上での像）において均質にスペクトルをばらまくことができ、信号光内のＤＣ成分の抑圧
も図ることができる。
【０１０７】
　ここで、上記のようなＤＣフリーな符号による記録が行われた場合、再生側では、読み
出されたＤＣフリー符号を元の「０」「１」による２値データに復号化することになる。
　具体的に、第１及び第２の実施の形態の構成とする場合に第４の実施の形態を適用する
ときは、データ再生部１４が、ＤＣ光の加算読み出しによってイメージセンサ１１にて得
られた画像信号について、位相変調器（３，２０）のデータピクセル単位で位相「０」「
π」を識別して位相「０」「π」の組み合わせによる符号列を得た上で、図１４に示した
ような変調符号化テーブルを用いて上記符号列を「０」「１」の２値によるデータ列に復
号化する動作を行うようにする。
　また、第３の実施の形態に第４の実施の形態を適用する場合は、データ再生部２５内の
データ識別部２７が、差分計算部２６から供給された画像信号について位相変調器（３，
２０）のデータピクセル単位で位相「０」「π」を識別し、位相「０」「π」の組み合わ
せによる符号列を得た上で、上記変調符号化テーブルを用いて上記符号列を「０」「１」
の２値によるデータ列に復号化する動作を行うようにする。
　このようにすることで、符号化前の元の記録データが正しく再生されるようにすること
ができる。
【０１０８】
　＜変形例＞

　以上、本発明の各実施の形態について説明したが、本発明としてはこれまでに説明した
実施の形態に限定されるべきものではない。
　例えば、これまでの説明では、再生時における参照光の位相パターンは記録時と同じと
する場合を前提としたので、第１の実施の形態で説明したＤＣ光の加算読み出し時におい
て、信号光エリアＡ２に与える位相は「π／２」とする場合を例示したが、ＤＣ光の加算
読み出しを実現するにあたっては、再生光の基準位相とＤＣ光の位相とが同位相となるよ
うに、参照光エリアＡ１内の基準画素の位相と信号光エリアＡ２内の画素とに「π／２」
による位相差が与えられるようにすればよい。
　例えば、参照光の位相変調パターンを、記録時と再生時とでその「０」と「π」を入れ
替えたパターンとすることで、再生時の参照光内の基準位相は、記録時の参照光内の基準
位相から「π」だけずらすことができる。
　このように参照光の位相変調パターンを記録時と再生時とで逆パターンとし、再生時に
おける参照光の基準位相を記録時から「π」ずらした場合、ＤＣ光の加算読み出しを行う
ために信号光エリアＡ２の各画素に設定されるべき位相の値は、この「π」による基準位
相に対し「π／２」だけずらした「３π／２」に設定すればよい。
【０１０９】
　また、位相素子２１を用いる第２の実施の形態としても、再生時における参照光の位相
パターンは記録時と同じとする場合を前提とし、これに応じ、信号光エリアＡ２に与える
位相は「０」としたが、この場合もＤＣ光の加算読み出しを実現するにあたっては、再生
光の基準位相とＤＣ光の位相とが同位相となるようにすればよい。つまり第２の実施の形
態の場合は、位相素子２１によるπ／２単位の位相変調が行われることに対応させて、参
照光エリアＡ１内の基準画素の位相と信号光エリアＡ２内の画素とに「０」または「π」
による位相差が与えられるようにすればよい。
　例えば、参照光の位相変調パターンを記録時と同じとせず、上述したように記録時と逆
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パターンとして「π」だけずらすようにした場合には、信号光エリアＡ２内に対して与え
る位相は「π」とすればよい。
【０１１０】
　また、第２の実施の形態において、位相素子２１としては位相差付与領域２１ａを透過
した光とそれ以外の領域を透過した光とにπ／２の位相差を与えるように構成したが、こ
れに代えて、３π／２による位相差を与えるように構成することもできる。例えばこのよ
うに３π／２の位相差を与えるように構成したとして、記録時と再生時の参照光の位相パ
ターンを同パターンとする場合には、信号光エリアＡ２内に与える位相は「π」とすれば
よい。或いは、参照光の位相変調パターンを記録時と逆パターンとして基準位相を「π」
ずらす場合には、信号光エリアＡ２内に与える位相は「０」とすればよい。このようにし
て、位相素子２１がπ／２単位による位相差を与えるように構成されるという条件の下で
は、ＤＣ光の加算読み出しを実現するにあたって、参照光エリアＡ１内の基準画素の位相
と信号光エリアＡ２内の画素とに「０」または「π」による位相差が与えられるようにす
ればよい。
【０１１１】
　また、第３の実施の形態では、記録時と再生時とで参照光の位相パターンを同じとする
場合を前提としたことに応じ、差動検出を行うにあたって信号光エリアＡ２内に順次設定
する位相を、第１の実施の形態の構成を適用する場合は「π／２」、「３π／２」、第２
の実施の形態の構成を適用する場合は「０」、「π」としたが、差動検出を実現するにあ
たっては、再生光の基準位相とＤＣ光との位相差が「０」と「π」となるようにすればよ
い。
　この条件を満たすにあたり、例えば第１の実施の形態の構成を適用する場合には、参照
光エリアＡ１内の基準画素の位相と信号光エリアＡ２内の画素とにそれぞれ「π／２」と
「３π／２」による位相差が順次与えられるようにすればよい。例えば、上述のようにし
て参照光の位相パターンを記録時と逆パターンとして基準位相を記録時から「π」だけず
らすようにした場合は、信号光エリアＡ２内に対して与える位相はそれぞれ「３π／２」
と「π／２」とすればよい。
　また、第２の実施の形態の構成を適用する場合には、参照光エリアＡ１内の基準画素の
位相と信号光エリアＡ２内の画素とにそれぞれ「０」と「π」による位相差が順次与えら
れるようにすればよい。例えば、参照光の位相パターンを記録時と入れ替えて基準位相を
「π」ずらした場合は、信号光エリアＡ２内に対して与える位相はそれぞれ「π」と「０
」とすればよい。
【０１１２】
　また、これまでの説明では、ホログラム記録媒体１０に対して記録する位相の組み合わ
せを「０」と「π」としたが、それ以外の位相の組み合わせで記録を行うものとしてもよ
い。
　例えば「０」と「π／２」とした場合を想定してみると、それらの信号値は、先の図５
に示したように（１，０）と（０，１）となる。ＤＣ光の加算によっては、Ｒｅ軸の右方
向（正方向）に振幅「１」が加算されるので、位相「０」＝（１，０）は（２，０）とな
って光強度「２」が検出され、また位相「π／２」＝（０，１）は（１，１）となって光
強度として「√２」が検出されることになる。つまり、これら「２」と「√２」という光
強度の差によって、記録した位相の違いを識別でき、その結果に基づいてデータ再生を行
うことができる。
【０１１３】
　なお、このようにしてＤＣ光の加算読み出しを実現するという観点のみからずれば、記
録する位相の組み合わせは任意とすることが可能であるが、記録されるそれぞれの位相の
差が充分に大きくない場合は、参照光を照射した際の再生光の回折効率がその分低下し、
充分な再生光量が得られなくなってしまうことになる。これは、メディアに対して記録さ
れたホログラム（つまり回折格子）と参照光との回折効率が最大となるのは、記録される
位相の組み合わせが逆相の関係となる（位相差が「π」となる）ときであることによる。
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　従ってこのことから、各実施の形態で例示したように位相「０」と「π」の組み合わせ
で記録を行うものとした場合には、その分再生光量の低下の防止が図られ、再生性能の悪
化防止を図ることができる。
【０１１４】
　また、特に第４の実施の形態のようにＤＣフリーな位相の組み合わせによる記録を行っ
てＤＣ成分の抑圧を図るとした場合は、記録されるそれぞれの位相の差が小さく設定され
てしまうと、充分なＤＣ成分抑圧効果が得られなくなってしまう。つまりこの点でも、位
相「０」と「π」の組み合わせで記録を行い、記録されるそれぞれの位相の差を「π」と
することが有利となる。
【０１１５】
　また、これまでの説明では、マスク素子１２が位相変調器（３，２０）に対して取り付
けられるようにして設けられる場合を例示したが、マスク素子１２としては、先の位相素
子２１と同様の理由から、少なくとも以下の条件が満たされる位置に対して挿入されれば
よい。
　・位相変調器の実像面または実像面付近（必要に応じてリレーレンズ光学系を追加する
）
　・コリメートされたレーザ光と位相変調器の間
　例えば、図１の構成においては、リレーレンズ７と対物レンズ９との間、或いはコリメ
ータレンズ２と位相変調器３との間に対し挿入することもできる。また図８の構成におい
ては、例えば同様にリレーレンズ７と対物レンズ９との間や、或いはコリメータレンズ２
とビームスプリッタ２２との間に挿入することもできる。
【０１１６】
　また、本発明の遮光手段としては、このような１つの素子として構成する場合に限らず
、例えば位相変調器におけるレーザ光の入／出射面に対し遮光性を有する材料を塗布する
などして実現することもできる。
【０１１７】
　また、マスク素子１２としては、ギャップエリアＡ３と、参照光エリアＡ１より外周側
の領域とを遮光するように構成したが、例えば入射光のスポット径が参照光エリアＡ１ま
での径と同等とされるように調整されている場合には、敢えて参照光エリアＡ１より外周
側の領域を遮光する必要はなく、ギャップエリアＡ３のみを遮光するように構成されれば
よい。
　また、このことから、マスク素子１２としては、ギャップエリアＡ３を設けない場合に
は必須の構成とはならい。つまり、例えば参照光エリアＡ１と信号光エリアＡ２の両領域
の光の漏れ込みが無視できる程度に少なく、ギャップエリアＡ３を省略することができる
場合には、マスク素子１２による遮光は不要となり、マスク素子１２を省略した構成とす
ることができる。
【０１１８】
　また、これまでの説明では、円形とされる信号光エリアＡ２よりも外側に当該信号光エ
リアＡ２と同じ中心をもつ輪状の参照光エリアＡ１が設けられる場合を例示したが、信号
光エリア、参照光エリアの形状は、それらが同じ中心をもつようにして配置されていれば
、このような円形と輪状の組み合わせに限定されるものではない。また、参照光エリアを
内側、信号光エリアを外側に配置することもできる。
【０１１９】
　或いは、参照光エリアと信号光エリアは、次の図１５に示すように半々に分割して配置
するものとしてもよい。
　ここで、このように参照光と信号光を半々に分割する場合における記録／再生動作につ
いて、次の図１６を参照して説明しておく。なお、図１６（ａ）、図１６（ｂ）の各図で
はホログラム記録媒体１０と、記録再生装置の構成のうちビームスプリッタ４、対物レン
ズ９、イメージセンサ１１のみを抽出して示している。図１６（ａ）では、記録時にホロ
グラム記録媒体１０に対し照射される信号光と参照光の様子を模式的に示し、図１６（ｂ
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）では再生時にホログラム記録媒体１０に対し参照光が照射され、当該参照光の照射に応
じホログラム記録媒体１０から得られた再生光がイメージセンサ１１上に導かれる様子を
模式的に示している。
　また、各図において、縦破線はレーザ光の光軸を表している。
【０１２０】
　先ず、先の図１５に示したように参照光と信号光とを半々に分割して配置する場合、図
１６（ａ）に示されるようにして、参照光と信号光とはレーザ光軸を中心として対称に配
置されることになる。そして記録時には、図示するようにして参照光と信号光とがホログ
ラム記録媒体１０上に集光して、これら信号光と参照光の干渉縞によってデータを記録す
ることができる。
【０１２１】
　一方、再生時には、図１６（ｂ）に示されるようにホログラム記録媒体１０に対し参照
光が照射されることで、再生光が得られる。この場合、参照光としては、図示するように
レーザ光軸を境とした一方の半円部にのみ配置されるようにしてホログラム記録媒体１０
に照射されるので、この参照光の反射光は、図のようにしてレーザ光軸の反対側に抜ける
ようにして装置側に戻るようにされる。また、上記再生光は、図１６（ａ）に示したよう
に記録時の信号光が参照光と反対側の半円部に配置されて記録が行われることに伴い、図
中の色付き矢印により示すように、レーザ光軸を基準として上記参照光の反射光が出射さ
れる側とは逆側に対して出射される。これら再生光、参照光反射光は、それぞれ対物レン
ズ９→ビームスプリッタ４を介してイメージセンサ１１上に結像するが、このとき、上記
のようにして参照光反射光は再生光に対し反対側に出射されるので、イメージセンサ１１
上で再生光のノイズ成分となることが防止されている。すなわち、この点で、原理上はホ
ログラム記録媒体１０に記録されたデータを適正に読み出すことが可能とされている。
【０１２２】
　しかしながら、このように参照光と信号光とを半々に分割配置する手法を採用する場合
、次の図１７に示されるような参照光のレンズ反射成分が、イメージセンサ１１上で結像
する再生光のノイズ成分となり得ることを考慮しなければならい。すなわち、再生時にお
いてホログラム記録媒体１０に対して照射される参照光は、その過程でリレーレンズ５、
６や図中の対物レンズ９などの複数のレンズを介するようにされるが、このとき、それら
のレンズ表面において参照光の反射光が生じる。
　このようにレンズ表面にて生じた参照光の反射成分（参照光レンズ反射成分とする）は
、図示するように再生光と同じ側に生じるものとなり、従ってこの場合、イメージセンサ
１１上では再生光に対してこの参照光レンズ反射成分が重なるようにして照射されてしま
うことになる。すなわち、このことで、参照光レンズ反射成分が再生光に対するノイズ成
分となり、この結果、ホログラム記録媒体１０に記録されたデータについての読み出しを
正しく行うことができなくなってしまう虞がある。
【０１２３】
　このような事情から、参照光と信号光とを半々に分割配置する場合に本発明の記録再生
手法を適用する場合には、対物レンズ９を始めとした各レンズの表面に、参照光レンズ反
射成分の発生を防止するためにＡＲ（Anti Reflection）コート処理を施すものとすれば
よい。
　なお、先の図１６（ｂ）では説明の便宜上、再生時に参照光のみを照射して読み出しを
行う様子を示したが、このように参照光と信号光とを半々に分割配置する場合としても、
同様に再生時に信号光エリアを介して生成したＤＣ光を照射することで、先の各実施の形
態で説明したものと同様の原理でＤＣ光の加算読み出し、及び差動検出を行うことができ
る。
【０１２４】
　但し、現実においては、上記のようにしてレンズ表面にＡＲコート処理を施したとして
も、レンズ表面反射を１００％防止することは非常に困難である。実際、現状において実
用化されているＡＲコートの反射光のオーダーは、１０-3程度となる。
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　ここで、ホログラム記録再生方式では、記録時において信号光と参照光が同程度の強度
（例えば１：１）で干渉することで、ホログラム（回折格子）が記録される。そして、再
生時には、参照光の照射により、記録されたホログラムに応じた回折光が再生光として得
られる。
　このとき、参照光と、その照射に応じて得られる再生光との強度差（つまり回折効率）
は、一般に１．０×１０-3（1/1000）程度とされている。従ってこのことによると、上記
のような現状で実用化されているＡＲコート処理を施したとしても、参照光レンズ反射成
分の光量は、再生光の光量と同程度までにしか抑制できないものとなってしまう。すなわ
ち、この場合は再生光とノイズ光との強度が同程度となることで、記録データの読み出し
を行うことが現実的に不可能となる。
　そこで、上記のような半々に分割配置する場合には、現状よりもさらに反射光の防止効
果の高いＡＲコートを施すものとすればよい。
【０１２５】
　しかしながら、そのようなＡＲコート処理を施すとした場合、各レンズの製造コストの
増加が懸念される。例えばこのような点から、参照光と信号光とを半々に分割配置する手
法は、実用性の面で問題があることは否定できない。
　このことを踏まえると、参照光エリアと信号光エリアの配置関係については、好ましく
は実施の形態で例示したように同心状の関係となるようにする。すなわち、このように参
照光エリアＡ１と信号光エリアＡ２を同心状に配置することによっては、参照光と信号光
が共にレーザ光軸の周囲を取り囲むような形状となり、これによって上述した半々配置の
場合のような照射光と反射光との位置ずれを防止することができる。そして、これによれ
ば、参照光レンズ反射成分が再生光に対して重ならないようにすることができ、この結果
、適正にデータ読み出しを行うことができる。
　このようにして同心状に配置するものとすれば、半々配置とする場合のような高度なＡ
Ｒコートは不要とすることができ、これによって装置製造コストの削減が図られると共に
、本発明の記録再生装置をより現実的なものとして実現できる。
【０１２６】
　また、これまでの説明では、記録再生装置が反射膜を備える反射型のホログラム記録媒
体１０に対応する場合を例示したが、反射膜を備えない透過型のホログラム記録媒体に対
応する場合にも好適に適用できる。
　その場合、再生系においては、再生光をイメージセンサ側に導くためのビームスプリッ
タ（４）は省略することができる。代わりにこの場合は、参照光の照射に応じて得られる
再生光がホログラム記録媒体自体を透過することになるので、レーザ光の出射点側から見
てホログラム記録媒体の反対側にさらに対物レンズ（集光レンズ）を設けておき、透過光
としての再生光を当該集光レンズを介してイメージセンサ側に導くように構成すればよい
。
　確認のために述べておくと、このような透過型の場合としても記録再生の基本動作自体
は反射型の場合と同様であり、記録時は信号光と共に参照光を照射してホログラム記録媒
体上にそれらの干渉縞によってデータを記録し、再生時はホログラム記録媒体に対し参照
光及びＤＣ光を照射してそれにより得られる再生光及びＤＣ光をイメージセンサで検出し
てデータ再生することに変わりはない。
【０１２７】
　また、これまでの説明では、本発明がホログラム記録媒体に対して記録及び再生を行う
記録再生装置に適用される場合を例示したが、本発明としては、記録のみが可能な記録装
置、再生のみが可能な再生装置に対しても好適に適用できる。記録装置とした場合、記録
データに応じた空間光変調として位相変調を行うことでホログラム記録媒体に対し位相の
情報によりデータ記録を行う記録手法を実現することができる。また、再生装置とした場
合、ホログラム記録媒体に記録された位相の情報を読み出すことで記録したデータを再生
することのできる再生手法を実現することができる。
　なお、確認のために述べておくと、記録装置とした場合は、位相変調の最小単位がπと
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り、記録時においてはπ／２単位による位相変調は不要にできるからである。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明の第１の実施の形態としての記録再生装置の内部構成を示した図である。
【図２】第１の実施の形態の記録再生装置が備える位相変調器内の液晶素子の構造につい
て説明するための図である。
【図３】マスク素子の構造について説明するための図である。
【図４】第１の実施の形態の記録再生装置が行う記録再生動作について説明するための図
として、記録時と再生時に参照光エリア、信号光エリアに与える位相変調パターンを例示
した図である。
【図５】ホログラム記録媒体に対して記録される信号値を実数軸と虚数軸を用いて表した
図である。
【図６】実数軸と虚数軸を用いてＤＣ光が加算される様子を示した図である。
【図７】第１の実施の形態の記録再生装置が備える位相制御部の内部構成を示した図であ
る。
【図８】第２の実施の形態の記録再生装置の内部構成を示した図である。
【図９】第２の実施の形態の記録再生装置が備える位相素子の構造を示した図である。
【図１０】差動検出による再生手法（第３の実施の形態）について説明するための図であ
る。
【図１１】差動検出の原理説明図である。
【図１２】差動検出を実現するために備えられるべきデータ再生部の内部構成を示した図
である。
【図１３】第４の実施の形態としての記録手法（ＤＣフリー記録）を実現するために備え
られるべき位相制御部の内部構成を示した図である。
【図１４】ＤＣフリーな記録変調符号化の例について説明するための図として、変調符号
化テーブルのデータ構造例を示した図である。
【図１５】信号光と参照光との配置関係についての変形例を示した図である。
【図１６】信号光と参照光とを半々に分割配置する場合における記録／再生時のレーザ光
の様子を模式的に示した図である。
【図１７】信号光と参照光とを半々に分割配置する場合において、再生時に生じた参照光
のレンズ反射成分により再生光に影響が与えられる様子を模式的に示した図である。
【図１８】従来例としての記録再生装置の内部構成を示した図である。
【図１９】従来の記録手法ついて説明するための図である。
【図２０】従来の再生手法について説明するための図である。
【図２１】強度光変調器にて設定される参照光エリア、信号光エリア、ギャップエリアの
各エリアについて説明するための図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　レーザダイオード（ＬＤ）、２　コリメータレンズ、３　位相変調器、４,２２　
ビームスプリッタ、５,７　リレーレンズ、６　遮光マスク、８　１／４波長板、９　対
物レンズ、１０　ホログラム記録媒体、１１　イメージセンサ、１２　マスク素子、１３
,３０　位相制御部、１４,２５　データ再生部、１５　記録符号化部、１６　マッピング
部、１７　位相変調ドライバ、２０　反射型位相変調器、２１　位相素子、２１ａ　位相
差付与領域（位相子）、２３　回転駆動部、２４　駆動制御部、２６　差分計算部、２７
　データ識別部、３１　記録変調符号化部
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